
 

令和７年４月随時会議（第２４回会議） 

提 出 案 件 受 理 報 告 

 

１ 財産の処分について 

 



令和７年４月随時会議（第２４回会議） 

地方自治法第１２１条の規定による出席者 

 

市 長     神 達 岳 志 君 

副 市 長     小 渕 康 正 君 

市 長 公 室 長     小 林   弘 君 

政 策 調 整 監     斎 藤 庸 一 君 

総 務 部 長     川 沼 一 巳 君 

市 民 生 活 部 長     横 田 公 恵 君 

福 祉 部 長     秋 葉 利恵子 君 

産 業 振 興 部 長     沼 尻 俊 彦 君 

都 市 建 設 部 長     佐 内   誠 君 

会 計 管 理 者     渡 邊 高 之 君 

常 創 戦 略 課 長     倉 持 勝 利 君 

財 政 課 長     谷田川 祐 司 君 

総 務 課 長     黒 崎 久 男 君 

資 産 活 用 課 長     中 川 一 彦 君 

教育委員会教育長     服 部 仁 一 君 

教育委員会教育部長     倉 持   敏 君 

農業委員会事務局長     高 田 勝 寿 君 

 

※なお，必要に応じて他の課長等を出席させることがあります。 



令和７年４月随時会議（第２４回会議） 

議 事 日 程 

 

令和７年４月２８日（月） 午前１０時３０分 開議 

 

日程第１ ○会議録署名議員の指名 

 

日程第２ ○議案第108号 財産の処分について 

（上程，説明，質疑，討論，採決） 

 

 



   

 令 和 ７ 年 ４ 月 ２ ８ 日  

 議     案  

 ４ 月 随 時 会 議  

常  総  市 
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議案第１０８号 

 

財産の処分について 

 

次のとおり財産を処分したいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９６条第１項第８号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和７年４月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

１ 土地の概要 

(1) 所 在 地  常総市中妻町字大道東掛堀西４１８０番外９筆 

（鬼怒中学校の用に供していた敷地） 

(2) 種   別  学校用地 

(3) 面   積  ２３，８０５平方メートル 

２ 建物の概要 

(1) 種   別  校舎，連絡通路，体育小屋，屋内運動場，物置，プール附

属室，技術棟，部室，武道場 

(2) 延 べ 面 積  ５，１３９平方メートル 

３ 売却の方法  随意契約 

４ 売 却 価 格  ７１，９００，０００円 

５ 売却の相手方  東京都新宿区高田馬場４丁目９番９号 

学校法人 早稲田学園 

理事長 守谷 たつみ 

 

提案理由 

本案は，常総市立鬼怒中学校の用に供していた土地及び建物を売却することに

ついて，予定価格が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例に定める額を超えていることから，これを提出する。 



議案第１０８号関係 
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◎議案第１０８号 財産の処分について 

 

本案は，常総市立鬼怒中学校の用に供していた土地及び校舎等の建物につい

て，鬼怒中学校活用に係る公募型プロポーザルにおいて事業候補者として選定

した学校法人に売却するため，提出するものです。 

旧鬼怒中学校につきましては，令和６年１２月に実施した鬼怒中学校活用に

係る公募型プロポーザルの結果，学校法人早稲田学園を事業候補者に決定し，

売買代金７千百９０万円で，市有財産売買の仮契約を締結いたしました。 

本契約を締結するため，地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により，議会

の議決をお願いするものです。 

 
















